
1　はじめに

　令和 6年能登半島地震で被災された皆様に心
よりお見舞い申し上げます。また、被災地復興

のために日夜尽力されている皆様に敬意と御礼

申し上げます。

　今般の地震では約14万戸で断水するなど、上
下水道施設で甚大な被害が生じました。関係者

が懸命に従事しているものの、執筆時点でもな

お断水解消されていない地域が残っており、引

き続き早期復旧に向けて尽力しているところで

す。

　国土交通省では、今般の被害を踏まえ、令和

6年 3月に当時水道事業を所掌していた厚生労
働省とともに、「上下水道地震対策検討委員会」

（委員長＝滝沢智 東京大学大学院工学系研究科
教授）を立ち上げ、今後の地震対策のあり方や

上下水道一体の災害対応のあり方等を検討して

いるところです。

　本稿では、今般の災害対応の取組や上下水道

地震対策検討委員会中間とりまとめの概要をご

紹介します。

2 　上下水道施設の被害概況

（ 1）令和 6年能登半島地震の概要

　令和 6年 1月 1日にマグニチュード7.6、深
さ16kmの地震が発生し、石川県輪島市、志賀
町で震度 7を観測したほか、北海道から九州地
方にかけて震度 6強から 1を観測しました。気
象庁では、石川県能登地方で発生している令和

2年12月以降の一連の地震活動について、「令
和 6年能登半島地震」と定めたところです。
　本地震により、能登半島西部では約 4 m隆起
するなどの大きな地殻変動も見られています。

　防災科学技術研究所強震観測網（K‒NET）
の各地域の地震計と下水道施設の耐震対策指針

と解説 2014年版（（公社）日本下水道協会）に

示される標準加速度応答スペクトルとを比較す

ると、レベル 2地震動もしくはそれ以上の地震
動であったと考えられます。

（ 2）上下水道施設の被災概要

　今般の地震により、新潟県、富山県、福井

県、長野県、岐阜県、石川県の 6県で最大約14
万戸の断水が発生するなど、上下水道施設に甚

大な被害が生じました。特に石川県の能登地方

6市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴
水町、能登町）では、近年の主要地震を上回る

被害率となるなど特に多くの被害が発生し、一

部地域では 5月末時点でもなお、断水解消され
ないなど深刻な被害となりました。

　被災詳細は調査中であるものの、レベル 2地
震動相当の強い地震動であったことや、耐震化

未実施等により浄水場や配水池、下水処理場に

直結する管路等の基幹施設が被災したこと（図

1）により、広範囲での断水や下水管内の滞水
が発生したものと考えられます。

（ 3）耐震化の効果

　多くの被害が生じた中であっても、耐震化実

施済みであった浄水場や下水処理場等では施設

機能に決定的な影響を及ぼすような被害は確認

されませんでした。同じ浄水場や下水処理場内

でも、池によって耐震化の有無に違いがあった

箇所では、機能確保にも顕著な違いが生じ、事

前防災としての施設の耐震化の効果・必要性が

再確認されました（図 2）。

図 1　上下水道システムの急所となる施設の被害状況

（左：送水管、右：処理場に直結する圧送管）
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3 　上下水道一体での災害対応

　令和 6年 4月から水道整備・管理行政が厚生
労働省から国土交通省に移管されることに先ん

じて上下水道一体での災害対応を試み、早期復

図 2 �　耐震化の有無による被害有無の状況�

（左：浄水場、右：マンホール浮上）

旧に努めました。

（ 1）上下水道一体の調整体制の構築

　石川県に設置された現地対策本部に厚生労働

省（当時）及び国土交通省の職員を派遣し、両

省が連携した全体調整を行うこととしました。

また、地方整備局等の水道整備・管理行政移管

準備室の職員を被災地へ派遣し、日本水道協会

と連携して被災自治体支援を行うこととしまし

た（図 3）。
　特に多数の機関が活動する応急給水活動につ

いて、給水ニーズや補給点等の情報共有・調整

を図りました（図 4）。

図 3　上下水道一体となった復旧支援体制

図 4　給水支援ニーズの把握・対応フロー
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了したところから順次詳細（二次）調査を実施

していたところ、今回は、水道復旧の優先地区

の確認や復旧工程を把握し、給水開始に遅れる

ことがないよう、必要に応じて仮配管を設置す

るなどの応急復旧を二次調査より優先して実施

することとしました（図 6）。

（ 2）断水解消優先の応急復旧

　水道が復旧しても下水道が復旧していなけれ

ば自由に水を使うことはできません。このた

め、一刻も早い断水解消を行うために水道の復

旧と連携した下水道の復旧を試みました（図

5）。これまでの災害対応では災害復旧工事
（災害査定）を念頭に、概略（一次）調査を完

図 5　上下一体となった早期復旧の取組

図 6　機能確保優先として応急復旧の加速化

（ 3）災害対応で見えた教訓

　上下水道一体での調整体制や断水解消優先の

応急復旧は早期復旧に一定の効果があったと考

えます。また、被害が集中した区間において

は、仮設として露出状態で配管（転がし配管）

して活用することで応急的な通水を図ること

（図 7）や、可搬式浄水設備を設置・活用する
ことで応急給水を行うこと（図 8）などは早期
対応に寄与しました。一方で、災害対応を行う

中で試行的に取り組んできた今回の対応を今後

に活かすためには、予め体制や対応方法を定め

て備えることが必要です。

　実際に支援に入った自治体にアンケートを

とったところ、「応急復旧優先するにあたって

は土工班が不足した」、「宿泊や作業拠点が不足

した」「管路台帳データが電子活用できず悪天

候での作業に支障が生じた」等の課題が掲げら

れていました。
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■令和 6年能登半島地震を踏まえた上下水道の地震対策■

4 　上下水道地震対策検討委員会
の中間とりまとめ

　前述の上下水道一体の災害対応を検証すると

ともに、地震被害を踏まえた今後の地震対策の

あり方などを議論するため、厚生労働省（当

時）と国土交通省が連携し、有識者、地方公共

団体、関係団体からなる「上下水道地震対策検

討委員会」を設置しました。委員会での審議事

項は、①被災市町の復興に向けた上下水道の整

備の方向性（地域への助言）、②上下水道施設

の被害をふまえた今後の地震対策のあり方、③

上下水道一体での災害対応のあり方、の 3点と
し、施設被害の状況や今般の取組を振り返った

上で、災害に強く持続可能な上下水道システム

の構築に向けた議論を行っているところです。

　令和 6年 3月12日に開催された第一回委員会
では、各審議事項に関して今後必要な取組等に

関する意見が出されたほか、多くの被害が生じ

ている中でも耐震化を実施した施設では概ね機

能が確保されていることから、被災地の 1日も
早い本復旧に向けて現行の耐震指針を適用して

復旧に取り組んでいくことが適当であることを

確認し、早速 3月22日に被災地向けに事務連絡
を発出したところです。

　また、 5月10日に開催された第二回委員会で
は中間とりまとめ等について議論がなされ、 5
月29日には公表されました。中間とりまとめの
概要は以下の通りです。

（ 1）被災市町の復興に向けた上下水道の整備

の方向性

・ 復興まちづくりや地域住民の意向など様々な
観点を踏まえつつ、分散型システム活用も含

めた災害に強く持続可能な将来にふさわしい

整備

・ 代替性・多重性の確保と、事業の効率性向上
とのバランスを図ったシステム構築

・ 人口動態の変化に柔軟に対応できる等の新技
術の積極的な導入

・ 台帳のデジタル化や施設の遠隔監視などの
DXの推進
・ 広域連携や官民連携による事業執行体制や災
害対応力の更なる強化 等

（ 2）上下水道施設の被害を踏まえた今後の地

震対策のあり方

・ 上下水道システムの「急所」となる施設の耐
震化

・ 避難所など重要施設に係る上下水道管路の一
体的な耐震化

・ 地すべりなどの地盤変状のおそれのある箇所
を避けた施設配置

・ 可搬式浄水設備／汚水処理設備の活用などに
よる代替性・多重性の確保

・マンホールの浮上防止対策・接続部対策

・ 人材の確保・育成や新技術の開発・実装 等
（ 3）上下水道一体での災害対応のあり方

・ 国が上下水道一体の全体調整を行い、プッ
シュ型で復旧支援する体制の構築

・処理場等の防災拠点化による支援拠点の確保

・ 機能確保優先とした　上下水道一体での早期
復旧フローの構築

・点検調査技術や復旧工法の技術開発

・DXを活用した効率的な災害対応
・ 宅内配管や汚水溢水などの被害・対応状況の
早期把握、迅速な復旧方法・体制の構築 等

5 　おわりに

　今般の能登半島地震での甚大な被害を受け、

「水が使えることの重要性・公共性」が改めて

認識されました。災害に強く、持続可能な上下

水道システムの構築に向けて、上下水道地震対

策検討委員会の中間とりまとめで掲げられた事

項に関係者一丸となって取組を進めていきたい

と考えます。皆様のご理解・ご協力を引き続き

よろしくお願いします。

　なお、本稿で紹介しきれなかった中間とりま

とめの本文は国土交通省HPにてご参照くださ
い。委員会は第三回を 8月頃に開催し、最終と
りまとめを行う予定です。

図 8 �　可搬式浄水設備設置事例

図 7 �　仮設配管（転がし配管の活用事例）
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